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○松山市一時預かり事業実施要綱 

平成２７年４月１日 

平成２９年４月１日 

平成３０年４月１日 

平成３０年６月１９日 

一部改正 平成３１年４月１日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第

６条の３第７項に規定する一時預かり事業（以下「事業」という。）の実施に必要な事

項を定め，保育所，幼稚園，認定こども園その他の場所において児童を一時的に預かる

ことで，安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを

目的とする。 

（事業の実施者） 

第２条 事業を実施する者（以下「実施者」という。）は，市又は市が適当と認め委託し

た者（以下「受託者」という。）とする。 

（事業の内容） 

第３条 事業の内容は，「一時預かり事業の実施について」（平成２７年７月１７日２７

文科初第２３８号・雇児発０７１７第１１号）の別紙「一時預かり事業実施要綱」（以

下「国要綱」という。）３に規定するとおりとする。 

（実施方法） 

第４条 実施方法は，国要綱４（１），（２），（３）及び（４）に規定するとおりとす

る。 

２ 国要綱（３）に規定する幼稚園型Ⅱを実施しようとする施設は，あらかじめ本市と相

談の上，受入枠を設定するものとする。 

３ 国要綱（３）に規定する幼稚園型Ⅱの対象児童である事の確認は，受入れ時に「施設

型給付・地域型保育給付費等 支給認定証」により幼稚園で行い，「施設型給付・地域

型保育給付費等 支給認定証」の確認ができない場合は，本市と協議を行うものとする。 

（事業の実施手続） 
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（事業の実施手続） 

第５条 事業の実施手続は，法第３４条の１２及び第３４条の１３に規定するとおりとす

る。ただし，受託者は，毎年度，事業の実施前に一時預かり事業実施特定教育・保育施

設等協議書（様式第１号）により，当該事業の内容について協議し，市長の同意を受け

なければならない。 

（利用日数） 

第６条 国要綱４（１）一般型及び（４）余裕活用型に規定する事業（以下「一般型・余

裕活用型」という。）の利用日数は，１月当たり１５日以内とする。ただし，保護者の

傷病，災害，事故，出産，看護，介護等やむを得ない理由により家庭において保育を受

けることが困難となり，緊急かつ一時的に保育が必要となる乳幼児については，１月以

内とする。 

２ 国要綱４（２）幼稚園型Ⅰに規定する事業（以下「幼稚園型Ⅰ」という。）の利用

日数は，実施者が定めることとする。 

（実施時間） 

第７条 一般型・余裕活用型の実施時間は，原則として月曜日から土曜日の午前８時３０

分から午後５時まで（松山市保育所条例施行規則（昭和３９年規則第４４号）第１３条

に規定する休所日（第１２条第２項ただし書において「市立保育所休所日」という。）

及び実施施設の休所日を除く）とする。ただし，実施者が必要と認めたときは，これを

変更することができる。 

２ 幼稚園型Ⅰ（松山市幼稚園条例（昭和３９年条例第６号）第１条に規定する幼稚園（以

下「市立幼稚園」という。）において実施するものを除く。）の実施時間は，実施者の

定めるところによる。 

３ 幼稚園型Ⅱ（市立幼稚園において実施するものを除く。）の実施時間は，児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３４条の規定に準じ，

１日につき８時間を原則として，実施者の定めるところによる。 

４ 市立幼稚園において幼稚園型Ⅰを実施する場合の実施時間は，次の各号のとおりとす

る。 

 (1) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「祝

日」という。）を除く月曜日から金曜日まで（次号に規定する松山市幼稚園管理規則（平

成８年教委規則第４号）（以下，「管理規則」という。）第５条第１項第１号から第４
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号に規定する休業日。（以下，「長期休業日」という）を除く。） 午前１１時３０分

から午後６時までの間で教育課程に係る教育時間後の時間。ただし，荏原幼稚園につい

ては，午後５時までとする。 

 (2) 長期休業日（土曜日，日曜日及び祝日を除く日。） 午前８時３０分から午後６時

まで。ただし，荏原幼稚園については，午後５時までとする。 

（児童の健康把握） 

第８条 実施者は，児童の健康状態を保護者から十分聴取するとともに，預かり票等に体

質やアレルギー，既往歴等詳しく記入させ，継続的な利用が見込まれる児童については

健康診断を実施する等、児童の健康把握に努めなければならない。 

（利用の申込み） 

第９条 一般型・余裕活用型（市が実施するものを除く。）及び幼稚園型Ⅰ（実施する施

設に在籍する児童を除く）及び幼稚園型Ⅱの利用を希望する保護者は，実施者が定める

ところにより，実施者に申し込まなければならない。 

２ 松山市保育所条例（昭和３９年条例第１１号）第４条第１項に規定する市立保育所及

び同条第２項に規定する市立認定こども園（以下「市立保育所等」という。）における

事業に係る前項の申込みは，一時預かり事業申込書（様式第２号）を市長に提出するこ

とにより行うものとする。この場合において，別表第１のＢ階層に属する者は，その旨

を証明する書類を添付しなければならない。 

（利用の可否） 

第１０条 実施者は，前条第１項の規定による申込みがあった場合は，速やかに事業の利

用の可否について決定し，申込者に通知しなければならない。 

（利用決定の取消し） 

第１１条 実施者は，次の各号のいずれかに該当するときは，事業の利用の決定を取り消

すことができる。 

(1) 対象児童が第４条に規定する要件を満たさなくなったとき。 

(2) 対象児童又は保護者が偽りその他不正な手段により利用の決定を受けたとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか，やむを得ない理由により当該対象児童の保育を継続す

ることが困難と認められたとき。 

（経費の負担） 

第１２条 事業を利用した保護者は，実施者が定めるところにより，事業を実施するため
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に必要な経費の一部を負担しなければならない。 

２ 市立保育所等において事業を利用した保護者が前項の規定により負担しなければなら

ない費用（以下「市立保育所等一時預かり保育料」という。）の額は，別表第１に定め

るとおりとする。ただし，第７条第１項ただし書の規定により市立保育所休所日に事業

を実施するときの市立保育所等一時預かりの保育料の額は市長が別に定める。 

３ 市立幼稚園において事業を利用した保護者が第１項の規定により負担しなければなら

ない費用（以下「市立幼稚園一時預かり保育料」という。）の額は，別表第２に定める

とおりとする。 

４ 市立保育所等一時預かり保育料及び市立幼稚園一時預かり保育料の納付期限は，市長

の指定する期日とする。 

５ 既納の市立保育所等一時預かり保育料及び市立幼稚園一時預かり保育料は，還付しな

い。ただし，市長が特別の理由があると認めたときは，その全部又は一部を還付するこ

とができる。 

 （実績報告） 

第１３条 受託者は，毎月市長が指定する期日までに，前月の事業の利用人数，保護者の

経費の負担額その他市長が必要と認めた事項を市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、第１項の報告内容について、就学前の子どもに関する教育，保育等の総合

的な提供の推進に関する法律（平成１８年６月１５日法律第７７号）第１９条第１項，

法第３４条の１７第１項並びに第４６条第１項で実施する施設監査及び子ども・子育て

支援法（平成２４年法律第６５号）第１４条第１項，第３８条第１項並びに第５０条第

１項で実施する確認監査等の際に確認することができる。 

（事故報告） 

第１４条 省令第３６条の３５第２項に基づき，当該事業の実施による事故の発生又は

その再発防止に努めるとともに，事故が発生した場合には速やかに当該事実を市長に報

告しなければならない。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

付 則 

 この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 

この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。 
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この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 

この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第９条，第１２条関係） 

児童と生計を一にする者の属する世帯の区分 
１回当たりの市立一

時預かり保育料 

Ａ階層 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６

条第１項に規定する被保護世帯 

無料 

Ｂ階層 市民税非課税世帯（Ａ階層に該当する世帯を除

く。） 

４００円 

Ｃ階層 Ａ階層又はＢ階層に該当する世帯以外の世帯 １，５００円 

備考 

１ この表において「市民税非課税世帯」とは，事業を利用しようとする日の直近の

市民税が非課税である世帯（母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和３９年政

令第２２４号）第１条第２号及び第２条第２号に掲げる女子及び男子の市町村民税

については，地方税法第３１４条の２第１項第８号及び第３項に規定する寡婦及び

寡夫控除の規定を適用したとみなして算定した場合に非課税となった場合を含む）

をいう。 

２ Ｂ階層に該当する世帯が，次の各号のいずれかの世帯に該当する場合は，当該世

帯に属する対象児童に係る市立保育所等一時預かり保育料を無料とする。 

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第１項に

規定する配偶者のない女子又は同条第２項に規定する配偶者のない男子で，現に

児童を扶養しているものの世帯 

(2) 次に掲げる者が属する世帯 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規定する身体障

害者手帳の交付を受けた者 

イ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）に規定す

る療育手帳の交付を受けた者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第

４５条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 
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エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に規

定する特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法（昭和３４年法律第１４

１号）に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者 

 (3) 保護者の申請に基づき，生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市 

長が認めた世帯 

３ 一時預かり事業申込書の生活保護の状況欄を「有」としなかった者で，第１０条

第２項後段の規定による書類を添付しなかったものの世帯は，Ｃ階層に属するもの

とみなす。 

４ 事業の対象児童が松山市民でない場合は，前各項の規定にかかわらずＣ階層とす

る。 
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別表第２（第１３条関係） 

実施施設名 期間 時間帯 料金 

三津浜幼稚園 

石井幼稚園 

 

 

 

 

 

月曜日から金曜日ま

で 

（祝日及び長期休業日

を除く。） 

午前１１時３０分から 

午後３時３０分 

１時間当たり１００円 

午後３時３０分から 

午後６時 

３０分当たり１００円 

長期休業日 

（土曜日，日曜日及び

祝日を除く。） 

午前８時３０分から 

午前９時 

３０分当たり１００円 

午前９時から午後６時 １時間当たり１００円 

荏原幼稚園 月曜日から金曜日ま

で 

（祝日及び長期休業日

を除く。） 

午前１１時３０分から 

午後３時３０分 

１時間当たり１００円 

午後３時３０分から 

午後５時 

３０分当たり１００円 

長期休業日（土曜日，

日曜日及び祝日を除

く。） 

午前８時３０分から 

午前９時 

３０分当たり１００円 

午前９時から午後５時 １時間当たり１００円 

坂本幼稚園の児童については，荏原幼稚園で実施する幼稚園型Ⅰの利用ができる。 
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様式第１号（第５条関係） 

  年度 一時預かり事業実施特定教育・保育施設等協議書  

          年 月 日 

 (宛先) 松山市長 

住所                      

番地    

松山市      町 丁目  番  号  

氏名                   印  

設置主体名 施設等の利用定員総数 保育定員の空き定員(※余裕活用型 ) 

 人 人 

事 業 実 施 類 型 一般型 ・ 幼稚園型Ⅰ ・ 余裕活用型  

事 業 開 始 年 月 日 等       年  月  日（実施月数   ヶ月） 

実施施設 

施 設 名   

所 在 地   

事業用保育室  □専用  □共用              m2 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の適否の状況  適 ・ 否 

開所時間 時  分  から  時   分  

事業実施時間 時  分  から  時   分  

土曜日、日曜

日、祝日等の

実施 

土曜日       有 ・ 無 

日曜日、祝日    有 ・ 無 

（実施時間）   時   分から   時   分 

利 用 児 童 数 年間延べ利用児童数（予定）       人  

保 育 従 事 者 

（ ※ 余 裕 活 用 型 は 記 入 不 要 ）  

1 保育士             人 

2 家庭的保育者          人 

3 松山市が行う研修を修了した者  人  

（研修名：              ） 

4 幼稚園教諭免許状所有者     人 

※幼稚園型のみ記入 
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※ 参            考 

保 護 者 負 担 額  

  

【記入上の注意】 

１ この協議書は，当該年度の4月1日現在(ただし，本事業の開始が年度途中の場合は，開

始予定日見込み現在)で作成すること。  

２ 「利用定員総数」欄は，一時預かり事業の対象児童は含めないこと。  

３ 「保育定員の空き定員」欄は，余裕活用型を行う事業者のみ利用定員総数から通常の

教育・保育利用児童数を差し引いた人数を記入すること。  

４ 「事業開始年月日」欄は，当該年度における事業開始年月日を記入すること。  

５「事業用保育室」欄は，□に✓を付し，施設等内で一時預かり事業を実施する際の保育

室の面積を記入すること。 

６ 「事業担当保育士」欄は，「1」から「4」のいずれかに○を付し，その保育従事者数

を記入すること。 
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様式第2号(第10条関係) 

 

松山市一時預かり事業申込書(兼児童台帳) 

年  月  日   

 (宛先) 松山市長 

 

番地    

松山市      町 丁目  番  号  

方書(             )   

氏名                印  

マイナンバー              

電話     ―      (自宅・呼出)   

次のとおり一時預かりを申し込みます。また、利用料の決定に関して必要な課税情報及び世帯情報等を松山市長が

閲覧すること、並びにその情報に基づき決定した保育料について、特定教育・保育施設等に対して提示することに同

意します。 

利 用 希 望 

施 設 名 

  

ふ り が な 

児 童 名 

 

年  月  日生(満  歳) 
 

マイナンバー             性 別 男  ・  女 

(

入
園
児
童
を
除
く
。) 

家

庭

の

状

況 

氏名 続柄 生年月日 性 別 職業 勤務先 

    ・ ・ 男・女   TEL  ―    

    ・ ・ 男・女   TEL  ―    

    ・ ・ 男・女     

    ・ ・ 男・女     

    ・ ・ 男・女     

希 望 す る

保育時間等 

1 保 育 期 間 

2 希 望 曜 日 

3 希 望 時 間 

  年  月  日 から   年  月  日 まで 

月 ・ 火 ・ 水 ・ 木 ・ 金 ・ 土 

  時  分 から   時  分 まで 

希 望 す る 具 体 的 理 由 

(詳しく記入してください。 ) 

  

生 活 保 護 の 状 況 有 ・ 無 市 民 税 課 税 有 ・ 無 

均等割               円 所得割              円 

利用決定(  ・  ・  ) 変更決定  (  ・  ・  ) 受付印 

階層区分 

A・B0・
B ・C 

（一般型） 

保育料 日額  

円 

階層区分 

A・B・C 
（一般型） 

保育料 日額 

円 

確認印 

※   の 部分は施設が記入 


